
資料４ 

ププララッットトフフォォーームム関関係係・・論論点点（（案案））  

 

 

１１  ププララッットトフフォォーームム機機能能ののネネッットトワワーークク外外部部性性（（寡寡占占性性））にに着着目目ししたた

「「ＩＩＣＣＴＴププララッットトフフォォーームム」」規規律律のの在在りり方方  

○ 通信・放送の伝送機能が融合し、ユビキタスネットワークとしてそ

の主たる機能の重点を「通信(communication)」から「コンテン

ツ配信・商取引基盤」に移していくなかで、情報の自由な流通や公

正競争確保、利用者保護の観点から、ユーザ認証などのいわゆるプ

ラットフォーム機能の位置づけについてどう考えるか。 

○ プラットフォーム機能がネットワーク外部性に伴い寡占的傾向を

もつという指摘があるなかで、設備性の有無にかかわらず、情報通

信サービスを提供する上で必要不可欠と認められる機能に対し、一

定のオープン性等を担保することについてどう考えるか。 

 

２２  ユユビビキキタタススネネッットトワワーーククののイインンフフララ性性にに着着目目ししたた「「ＩＩＣＣＴＴププララッットト

フフォォーームム」」規規律律のの在在りり方方  

○ 寡占性の有無にかかわらず、ユビキタスネットワークのインフラと

しての役割を確保するため、セキュリティ機能など、利用者保護の

観点からネットワーク上の全ての主体に標準的に普及させるべき

機能の導入やオープン性の確保等をプラットフォームに求めるこ

とについてどう考えるか。 

 

 

 

（以上） 


